
82022 年（令和４年）3月各催し物等は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期となる場合があります。事前に各問い合わせ先にご確認ください

「広報なは市民の友」への広告を募集中。問い合わせ先　（株）ジチタイアド ☎092-716-1401

【
土
日
の
臨
時
窓
口
開
設
】ハ
イ
サ
イ
市
民
課

 

３
月
26
日（
土
）

　 

４
月
２
日（
土
）・
３
日（
日
）９
時
〜
17
時

 

ハ
イ
サ
イ
市
民
課（
本
庁
舎
１
階
）

取
扱
い
業
務
▼
①
印
鑑
登
録

②
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
証

明
な
ど
の
交
付

※
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
格
納
し
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
コ
ン
ビ

ニ
で
の
証
明
書
交
付
が
可
能
で
す
。

③
住
民
異
動
届（
転
入
・
転
出
・
転
居
）お
よ
び
、

そ
れ
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
届
出

④
出
生
、
婚
姻
届
な
ど
の
戸
籍
に
関
す
る
届
出

※
住
基
ネ
ッ
ト
を
介
す
る
業
務
や
他
市
町
村
に
確

認
が
必
要
な
業
務
な
ど
は
、
一
部
取
扱
い
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関
連
事
務（
た
だ
し
、
転

入
と
同
時
の
場
合
な
ど
は
一
部
の
処
理
が
不
可
）

◆
住
民
異
動（
転
入
・
転
出
・
転
居
）

の
手
続
き
は
、
窓
口
の
予
約
が
で

き
ま
す（
下
記
Ｑ
Ｒ
か
ら
）。

◆
市
Ｈ
Ｐ
に「
窓
口
混
雑
予
想
カ
レ
ン
ダ
ー
」

　（
３
月
〜
５
月
分
）を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

 

ハ
イ
サ
イ
市
民
課
☎
８
６
２・３
２
７
４

【
土
日
の
臨
時
窓
口
開
設
】学
務
課

 

３
月
26
日（
土
）

 

４
月
２
日（
土
）・
３
日（
日
）９
時
〜
17
時
 

学
務
課（
本
庁
舎
11
階
）

取
扱
い
業
務
▼
①
新
入
学
手
続
き

②
指
定
校
変
更
手
続
き

③
転
校
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

必
要
書
類
▼
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
一
部
、
印
鑑
が
必
要
な
手
続
き
が
あ
り
ま
す
。

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

 

学
務
課
☎
９
１
７・３
５
０
５

【
令
和
３
年
度
分
】特
定
不
妊
治
療
費
助
成
申
請

 

３
月
31
日（
木
）ま
で（
郵
送
申
請
も
必
着
で
す
）

※
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
受
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

治
療
を
終
え
た
ら
速
や
か

に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

 

地
域
保
健
課
☎
８
５
３・７
９
６
２

日場問日場問期問

【
３
月
15
日
ま
で
】
令
和
４
年
度�

�

市
民
税
・
県
民
税
兼
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

 

３
月
15
日（
火
）ま
で
９
時
〜
16
時

※
土
日
は
３
月
６
日（
日
）の
み
受
付

 

タ
イ
ム
ス
ビ
ル
２
階
・
３
階

 

市
民
税
課
☎
８
６
１・３
３
２
８

コ
ン
ビ
ニ「
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
」の
利
用
停
止

シ
ス
テ
ム
改
修
の
た
め
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し

ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

停
止
日
時
▼
３
月
30
日（
水
）６
時
30
分
〜
23
時

　
　
　
　
　
４
月
１
日（
金
）６
時
30
分
〜
12
時

対
象
書
類
▼
所
得
・
課
税
証
明
書
、
資
産
証
明
書

 

市
民
税
課
☎
８
６
２・９
９
０
３

お
知
ら
せ

期場問問

令
和
４
年
就
学
支
度
資
金
の
貸
付�

�

申
請
期
限
は
３
月
31
日（
木
）ま
で
で
す

お
子
さ
ん
が
大
学
な
ど
に
進
学
す
る
際
に
必
要
な

資
金（
修
学
資
金
、
就
学
支
度
資
金
）の
貸
付
を
行

っ
て
い
ま
す
。
貸
付
に
は
要
件
が
あ
り
、
ご
期
待

に
添
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
貸
付
終
了
後
は

返
済
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
を
受
け

て
か
ら
振
込
ま
で
１
か
月
半
程
度
か
か
り
ま
す
。

進
路
決
定
前
に
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１・６
９
５
１

【
離
婚
家
庭
向
け
】令
和
３
年
度
子
育
て
世
帯�

�

臨
時
特
別
給
付（
一
括
給
付
金
）

支
給
額
▼
児
童
１
人
あ
た
り
10
万
円

 

３
月
31
日（
木
）ま
で

 

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付（
一
括
給
付

金
）を
受
け
取
っ
て
お
ら
ず
、離
婚
な
ど
に
よ
っ 

て
現
在
児
童
を
養
育
し
て
い
る
①
②
に
該
当
す

る
人
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す（
要
申
請
）

①
令
和
３
年
９
月
分
で
は
、
児
童
手
当
の
受
給
者

で
は
な
か
っ
た
が
、
令
和
４
年
３
月
分
の
受
給

者
と
な
っ
た
人
。

②
令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
で
は
、
高
校
生
な
ど

を
養
育
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
令
和
４
年
２
月

28
日
時
点
で
養
育
し
て
い
る
人
。

※
元
養
育
者
が
所
得
限
度
額
以
上

で
あ
っ
て
も
、
対
象
者
に
該
当
し

た
場
合
は
支
給
が
可
能
で
す
。

 

子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１・６
９
５
１

【
那
覇
市
事
業
】新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症��

対
応
那
覇
市
子
育
て
世
帯
支
援
臨
時
給
付
金

支
給
額
▼
児
童
１
人
あ
た
り
２
万
５
千
円

 

３
月
15
日（
火
）※
必
着

 

①
を
新
た
に
支
給
対
象
者
に
追
加（
要
申
請
）

①
本
市
以
外
の
市
町
村
で
「
特
別
給
付
金（
ひ
と

り
親
世
帯
・
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
）」
を
受
給

し
た
後
、
令
和
４
年
２
月
７
日
ま
で
に
本
市
に

転
入
し
引
き
続
き
本
市
に
居
住
の
人

必
要
書
類
▼
⑴
申
請
書
⑵
本
人
確
認
書
類
の
写
し

⑶
受
取
口
座
確
認
書
類
の
写
し
⑷
本
市
以
外
の

市
町
村
で「
特
別
給
付
金
」を

受
給
し
た
こ
と
が
わ
か
る
書

類（
通
帳
の
写
し
な
ど
）

振
込
予
定
日
▼
３
月
30
日（
水
）

 

子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１・６
９
５
１

問期対問期対問

講座・催し物などで特に記載のないものは
誰でも参加可（申込み不要）です。

日 日時 内容
期 期間 対象
場 場所 定 定員 問 問い合わせ

費用
申込み

費

申

内

対

【
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
向
け
】�

�

特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
）

支
給
額
▼
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円

 

３
月
15
日（
火
）※
必
着

 

児
童
手
当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
で
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
者

※
３
月
１
日
以
降
は
、
児
童
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
３
月
分
の
認
定
請
求
な
ど
を
行
っ
た
人

の
み
申
請
可
能
。

次
の
①
②
に
該
当
す
る
人
は
児
童
手
当
の
認
定
請

求
手
続
き
と
給
付
金
申
請
が
必
要
。

①
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
令
和
３
年
１
月
以

降
住
民
税
非
課
税
相
当
に
収
入
が
急
変
し
た
人

②
公
務
員
で
対
象
者
に
該
当
す
る
人

 

子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１・６
９
５
１

【
こ
ど
も
医
療
費
の
助
成
】４
月
診
療
分
か
ら�

�

対
象
児
童
を
中
学
校
卒
業
ま
で
拡
充
し
ま
す

 

①
②
を
中
学
校
な
ど
卒
業
ま
で
の
児
童
に
拡
充

①
通
院
費
助
成（
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
分
）

②
通
院
・
入
院
医
療
費
の
現
物
給
付
方
式

現
物
給
付
方
式
と
は
▼
医
療
機
関
で「
こ
ど
も
医

療
費
助
成
金
受
給
資
格
者
証（
ピ
ン
ク
色
）」
を

提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
は
医
療
費
を
保
護
者

に
で
は
な
く
那
覇
市
へ
請
求
す
る
方
法
で
す
。

※
県
内
協
力
医
療
機
関
で
対
応
。
そ
れ
以
外
の
場

合
は
従
来
通
り
償
還
払
い
方
式
。

◆
「
こ
ど
も
医
療
費
助
成
金
受
給

資
格
者
証
」の
な
い
人
は
資
格

認
定
登
録
の
手
続
き
が
必
要
。

必
要
書
類
▼
・
児
童
の
健
康
保
険
証

　
　
　
　
　
・
保
護
者
名
義
の
普
通
預
金
通
帳

 

子
育
て
応
援
課
☎
８
６
１・６
９
５
１

Ｍ
Ｒ（
麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
）２
期
予
防
接
種

十
分
な
抗
体
を
得
る
た
め
に
、
第
１
期（
１
歳
以

上
２
歳
未
満
）と
、
第
２
期（
小
学
校
就
学
前
の
１

年
間
）２
回
の
接
種
が
必
要
で
す
。
第
２
期
を
未

接
種
の
お
子
さ
ん
へ
接
種
勧
奨
の
ハ
ガ
キ
を
２
月

に
送
付
し
ま
し
た
。
必
ず
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

※
４
月
以
降
は
接
種
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

３
月
31
日（
木
）ま
で

 

４
月
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
お
子
さ
ん

 
無
料

 
健
康
増
進
課
☎
８
５
３・７
９
６
１

期対問対問期対費問

申告会場（タイムスビル）には、専用
駐車場はありません。公共交通機関
をご利用ください。

【
訂
正
】２
月
号
４
面「
70
年
の
歴
史
に
ピ
リ

オ
ド
」の
年
表
に
あ
る
写
真（
２
枚
）の
掲
載

に
つ
い
て
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
訂
正

し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

　 「
那
覇
市
歴
史
博
物
館
提
供
」

　 「
キ
ー
ス
ト
ン
ス
タ
ジ
オ
所
蔵

　
　
　
　
那
覇
市
歴
史
博
物
館
提
供
」

誤正

Web 予約

市 HP

市 HP

市 HP 市 HP

市 HP


